
宅地 建物 取　｜士証
氏　 毟和［日　 敏英

（昭和３９年８Ｊｊ２ １日 生）

住　 所で？市東難゛゛ ５－ ３－８
を４番そ　　 （大ほ） 第０５３ １０９号

匹ブルマ⊃
－

大ほ府加事　　 吉村

ま付年Ｊ１日 令和５年 ４Ｊｊ２ ７日

Ｒ行番夸　第２ ３２ ７０ ０５ ８９や

備　考

ｉ主鳬、事環

１取 ｇｌ のＭ係者から湊求があつた とき 、又 は■要事■ａ明のとき は、 本証を■示するこ と。
２１録がｌはされたとき、 又は本・が央３ｔカしたときは、速やかに本・をａ納すること。
３な務・止の処をを■けたとき は、 速やかに本・を・串するこ と。
４本・はき人にＷ４し 、又は譲渡してはならない。
５本■をぞ新する４台は、 ｉ付串講社６Ｒ詼包ＸこｉｉわれるＳＩ府県加４がｍｔする

講ｌ をｉ講す るこ と。


